
墓じまい（改葬）について

○墓じまいにより、ご遺骨を市内の墓地などから別の墓地・納骨堂へ移すには、法律の
規定により「改葬許可証」が必要です。

○改葬許可証は市役所で発行しますので、「改葬許可申請書」に必要事項を記入の上、
契約管財課へ提出してください。

※改葬許可申請書には、墓地管理者の「埋蔵（収蔵）証明」が必要になります。（市営
墓地の場合は不要）

市役所へ提出（郵送可）

「改葬許可申請書」
（様式は市ホームページ内、市役所契約管財課にあります。）

（記入事項）
・申請される方の住所、氏名、電話番号
・死亡された方の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、火葬
場所、火葬年月日

・現在の埋蔵場所（墓地名など）
・改葬理由、改葬場所（住所、納骨堂名など）
・死亡された方からみた申請される方の続柄

・墓地管理者等の収蔵証明（市営墓地の場合は不要）

「改葬許可証」
（市役所で発行します。発行までに数日かかります。）

「墓じまい」
（ご遺骨の移動、墓石の撤去等）

改葬先のお寺などへ、ご遺骨と一緒に改葬許可証を提出

（参考：墓じまいの流れ）

※市営墓地の場合は、「墓地返還届出書」を市役所へ提出
（様式は市ホームページ内、市役所契約管財課にあります。

墓石の撤去前・後の写真を添付してください。）

説明資料

（問合せ先）
高山市役所契約管財課
TEL（0577）35-3135


